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１ 下水道事業の概要 

（１） 日立市（下水道事業）の特徴 

本市の下水道事業は、南北約３３ｋｍに及ぶ海岸線と阿武隈山系に挟まれた細長い帯状に市

街地が形成されてきたことから、この地形や条件等に合わせた総体的な都市計画の中で、次の

三つの事業形態によって実施しています。そのうち、本計画では、日立市公共下水道事業＊及

び那珂久慈流域下水道＊関連日立市公共下水道事業を対象としています。 

 

〇日立市公共下水道事業（中央処理区）                   

〇那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業（流関処理区）   

〇日立・高萩広域公共下水道事業（広域処理区）              

 

ア 中央処理区では、基幹施設として池の川処理場を有しています。池の川処理場は、昭和  

４８（１９７３）年４月に本市で初めて下水処理を開始した施設であり、現在処理能力は      

６０，０００㎥／日です。 

イ 流関処理区では、平成元（１９８９）年に供用が開始された茨城県が管理する那珂久慈浄

化センター（ひたちなか市）において、日立市、ひたちなか市、常陸太田市、水戸市、那珂

市、常陸大宮市、大洗町、城里町、茨城町、東海村の６市３町１村の下水処理を行っており、

現在処理能力は２３６，２００㎥／日です。 
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Ⅲ 事業概要 
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池の川処理場（管理棟） 
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（２） 沿革 

ア 日立市公共下水道事業 

昭和４４（１９６９）年に事業認可を取得し下水道事業に着手、令和６（２０２４）年には、計画

面積約２，２３２ｈａ、計画人口約７万５千人となっています。 

イ 那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業 

茨城県が管理する那珂久慈流域下水道に接続する下水道整備事業として進められ、全体

計画の構成市町村は６市３町１村（日立市、ひたちなか市、常陸太田市、水戸市、那珂市、常陸

大宮市、大洗町、城里町、茨城町、東海村）で構成されています。事業は昭和５２（１９７７）年

に着手され、本市は昭和５９（１９８４）年から事業に参画し、令和６（２０２４）年には、計画面

積が約  ２，１７２千ｈａ、計画人口が約５万２千人となっています。 

 

（３） 事業の現況 

本計画の対象は日立市公共下水道事業及び那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事

業となります。以下はその概要です。 

■日立市下水道事業の概要 （令和７（２０２５）年３月３１日現在 令和６（２０２４）年度決算値） 

ア 業務 

（令和６（２０２４）年度決算統計より） 

 

事業 日立市公共下水道事業 
那珂久慈流域下水道関連 

日立市公共下水道事業 

供用開始 昭和４８（１９７３）年４月１日 平成元（１９８９）年４月１日 

法適・非適用区分 
地方公営企業法適用 

※昭和６１（１９８６）年４月１日法適用 

計画処理人口 ７４，１５８人 ５２，４００人 

計画処理水量 ６２，００４㎥／日 ２９，２０７㎥／日 

人口普及率 

（処理区域内人口＊／行政人口） 

９９．７％ 

９９．７％ ９９．７％ 

水洗化＊率 

（水洗化人口＊／処理区域内人口） 

９９．７％ 

９９．９％ ９９．２％ 

処理方法 分流式＊ 

処理区域内人口密度 ３１．６人／ｈａ 

処理区数 １か所 １か所 

処理場数 １か所 １か所 

有収水量密度 ３，２９６．４９㎥／ｈａ 
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イ 施設（施設・管渠＊） 

（ア） 日立市公共下水道事業  

施設・管渠 施設数、施設能力 

終末処理場 

１か所 

池の川処理場 

現在処理能力 ８４，０００㎥／日 

（※令和７年４月以降 現在処理能力 ６０，０００㎥／日） 

中継ポンプ場 １３か所 

ミニポンプ場 ４２か所（うち休止２か所） 

管渠延長 ４３０ｋｍ 
 

（イ） 那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業  

施設・管渠 施設数・施設能力 

終末処理場（県管理施設） 

１か所 

那珂久慈浄化センター（ひたちなか市） 

現在処理能力 ２３６，２００㎥／日 

中継ポンプ場（県管理施設） １か所 日立ポンプ場 

ミニポンプ場 １１か所（うち休止１か所） 

雨水調整池 ３か所 

雨水ポンプ場 ３か所 

管渠延長 ３３９．８ｋｍ 
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◎処理区域及び下水道施設の位置図（令和７（２０２５）年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十
王
川 

⼩⽊津駅 

⼗王駅 

⽇⽴駅 

常陸多賀駅 

⼤甕駅 

伊師浄化センター 

田尻中継ポンプ場 

  

河原子中継ポンプ場 

 

 

  

滑川中継ポンプ場 

  

田沢中継ポンプ場 

県施設（ポンプ場） 

  

旭町第１中継ポンプ場 

  

ふきあげ調整池 

  

池の川処理場 

日立市役所 

金沢交流センター調整池 
根道調整池 

戸崎中継ポンプ場 
東成沢中継ポンプ場 
会瀬中継ポンプ場 
初崎中継ポンプ場 

旭町第２中継ポンプ場 

東町中継ポンプ場 

浜の宮中継ポンプ場 桐木田中継ポンプ場 

橋下 
中継ポンプ場 

中央処理区域 
広域処理区域 

下水処理場 

中継ポンプ場 

雨水調整池 

県施設（ポンプ場） 

下水道施設 

処理区域 

流関処理区域 

下水道管（幹線） 

凡例 

雨水ポンプ場 

久慈川 

瀬上川 
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ウ 県内の供用開始年月   

事業体名 供用開始年月 

日立市 昭和 48 (1973)年 4 月 

水戸市 昭和 49 (1974)年 7 月 

つくば市 昭和 51 (1976)年 7 月 

牛久市 昭和 51 (1976)年 8 月 

利根町 昭和 52 (1973)年 6 月 

潮来市 昭和 52 (1977)年 8 月 

神栖市 昭和 53 (1978)年 3 月 

結城市 昭和 53 (1978)年 11 月 

土浦市 昭和 54 (1979)年 1 月 

ひたちなか市 昭和 55 (1980)年 5 月 

竜ケ崎市 昭和 55 (1980)年 8 月 

筑西市 昭和 55 (1980)年 9 月 

守谷市 昭和 56 (1981)年 9 月 

かすみがうら市 昭和 57 (1982)年 12 月 

石岡市 昭和 58 (1983)年 4 月 

阿見町 昭和 59 (1984)年 4 月 

古河市 昭和 60 (1985)年 1 月 

取手市 昭和 60 (1985)年 10 月 

鹿嶋市 昭和 60 (1985)年 10 月 

取手地方広域下水道組合 昭和 60 (1985)年 10 月 

五霞町 昭和 61 (1986)年 10 月 

高萩市 平成      元 (1989)年 4 月 

那珂市 平成     元 (1989)年 4 月 

つくばみらい市 平成     元 (1989)年 4 月 

東海村 平成     元 (1989)年 4 月 

常陸太田市 平成            2 (1990)年 4 月 

日立・高萩広域下水道組合 平成     元 (1989)年 4 月 

ひたちなか・東海広域下水道組合 平成            3 (1991)年 4 月 

笠間市 平成           4 (1992)年 3 月 

坂東市 平成              3 (1993)年 3 月 

河内町 平成              5 (1993)年 3 月 

小美玉市 平成              5 (1993)年 7 月 

（令和５（２０２３）年度 公営企業年鑑） 
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エ 使用料 

本市の使用料金体系は基本使用料＊と超過使用料＊を設定しています。また、基本水量を１０

㎥として、超過使用に対して逓増制の使用料金体系をとっています。 

 

＜１か月あたりの使用料体系＞ （令和７（２０２５）年３月末現在）               （税抜） 

汚水の種類 
基本使用料 超過使用料 

汚水排除量 金額 汚水排除量 
金額 

（１㎥につき） 

一般汚水 １０㎥以下の分 １，２００円 

１１～２０㎥まで １３５円 

２１～３０㎥まで １５３円 

３１～５０㎥まで １６５円 

５１～１００㎥まで １８３円 

１０１～２００㎥まで ２０７円 

２０１㎥以上 ２２０円 

浴場汚水 １０㎥以下の分 ９００円 １１㎥以上 ９０円 

 

 

＜日立市の下水道使用料の改定の変遍＞ 

時期 使用料改定 

昭和４８（１９７３）年制定 １㎥につき一般汚水２５円（従量制＊使用料金制度にて新設） 

昭和５１（１９７６）年改定 水道料金の５０％に相当する額（逓増制使用料金制度導入） 

昭和５７（１９８２）年改定 水道料金の７０％に相当する額 

昭和６３（１９８８）年改定 基本使用料と超過使用料の使用料金体系へ移行 

平成４（１９９２）年４月改定 平均改定率４１．４％ 

平成９（１９９７）年６月改定 平均改定率２１．８％ 
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＜茨城県内の使用料の比較＞ 

 

・月２０㎥を使用した場合（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和７年日立市企業局調査より） 

 

令和７（２０２５）年３月末現在の本市の下水道使用料は、組合等を含め県内では１３番目とい

う比較的低水準にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円） 
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オ 組織 

本市の下水道事業は、昭和６１（１９８６）年に地方公営企業法を適用し、平成１８（２００６）年か

らは水道事業とともに、企業局上下水道部という一つの組織で運営しています。事務部門であ

る総務課、経理課、料金課と、技術部門である下水道課、下水道課雨水整備推進室、浄化センタ

ーで構成されております。なお、事務部門の職員は、会計上は全て水道事業に配置しています。 

（※公営企業管理者は除く、再任用職員を含む。） 

令和７年４月１日現在  

 

（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

  

          年度 
区分 

令和元 
（２０１９） 

令和２ 
（２０２０） 

令和３ 
（２０２１） 

令和４ 
（２０２２） 

令和５ 
（２０２３） 

令和６ 
（２０２４） 

令和７ 
（２０２５） 

下水道事業計 ２１ ２１ ２２ ２３ ２３ ２４ ２３ 

下水道課 
（雨水整備推

進室を含む） 

技術職 ９ １０ １２ １３ １３ １３ １３ 

事務職 ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

浄化センター 
技術職 ８ ８ ７ ７ ７ ８ ８ 

事務職 １ １ １ １ １ １ ０ 

上下水道部
技術部門

（23名）

下水道課 1２名

雨水整備推進室 ３名

浄化センター ８名

 

 

（単位：人） 
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２ 現状と課題 

（１） 人口・処理水量の動向 

ア 行政人口、処理区域内人口及び水洗化人口の予測 

本市の行政人口、処理区域内人口及び水洗化人口については減少傾向にあります。 

令和５（２０２３）年度に公表された国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口における

減少率から推計すると、令和６（２０２４）年度の実績と計画最終年度である令和１７（２０３５）年

度の予測では、行政人口及び処理区域人口ともに、約１８，０００人（１４．９％）の減少となり、水

洗化人口では約１７，９００人（１４．９％）の減少となる見込みです。 

 

行政人口、処理区域内人口及び水洗化人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 
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イ 有収水量の予測 

将来の有収水量を令和６（２０２４）年度の一人一日当たりの使用水量と水洗化人口予測より

算出しました。また、算定基準として、生活用水は水道メーターの口径において１３㎜～２５㎜と

し、事業所等は３０㎜以上として算定を行いました。 

本市では水洗化人口の減少に伴って、使用料収入の対象となる有収水量も減少傾向で推移

し、令和１７（２０３５）年度には、令和６（２０２４）年度に比べ、２，０５４千㎥（△１４．２％）減少す

る見込みです。 

有収水量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参考＞大口使用者の有収水量の推移                          

有収水量について、令和２（２０２０）年度と令和６（２０２４）年度で比較すると口径１３㎜から

２５㎜（生活用水）として使用している世帯が約９％減少しています。また、大口使用者の口径 

３０㎜〜２００㎜（事業所等）も約３％の減少となっています。 

（単位：㎥） 

区分：生活用水：一般家庭から出る台所・風呂・洗濯・トイレなどの日常生活に伴う排水                 

事業所等：事業所や工場からの製造・洗浄・冷却などに伴う排水 

 

      年度 
区分 

令和２ 
（２０２０） 

令和３ 
（２０２１） 

令和４ 
（２０２２） 

令和５ 
（２０２３） 

令和６ 
（２０２４） 

生活用水 11,946,399 11,620,018 11,302,297 11,077,347 10,919,298 

事業所等 3,606,859 3,550,350 3,525,173 3,498,149 3,509,458 

計 15,553,258 15,170,368 14,827,470 14,575,496 14,428,756 

（単位：千㎥） 
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ウ 有収率の予測 

処理水量のうち、使用料収入となった割合を示す有収率は、ほぼ横ばいで推移していますが、

類似団体平均を下回っており、更なる有収率向上に向けた取組が必要です。 

有収率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 使用料収入の予測 

水洗化人口及び有収水量の予測から見込まれる使用料収入は、令和６（２０２４）年度から令

和１７（２０３５）年度には、約２億８，６００万円（△１２．１％）減少する厳しい見通しとなっていま

す。 

使用料収入の推移 

  

（税抜） 

令和2

（2020）

令和3

（2021）

令和4

（2022）

令和5

（2023）

令和6

（2024）

令和7

（2025）

令和8

（2026）

令和9

（2027）

令和10

（2028）

令和11

（2029）

令和12

（2030）

令和13

（2031）

令和14

（2032）

令和15

（2033）

令和16

（2034）

令和17

（2035）

有収率（％） 76.97 76.30 78.38 76.51 77.80 77.27 76.73 76.79 76.84 76.88 76.93 76.97 77.01 77.04 77.04 77.07

類団有収率（％） 84.50 84.84 85.76 85.31

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

推 計

（年度）

－ － － － － － － － － － － －

（単位：百万円） 

（単位：％） 
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（２） 普及状況 

（普及率＝処理区域内人口／行政人口、水洗化率＊＝水洗化人口／処理区域内人口） 

本市下水道の令和５（２０２３）年度の普及率は、９９．７１％と県内自治体で１番高い数値とな

っています。また、下水道が普及している区域（処理区域）における水洗化率は、９９．６４％と

県内でも２番目に高い水準となっています。 

県内の状況については以下のとおりです。 

自治体名 
行政人口 

（人） 

処理区域内人口 

（人） 

水洗化人口 

（人） 

普及率 

（％） 

水洗化率 

（％） 

日立市 123,652 123,293 122,847 99.71  99.64 

日立・高萩広域下水道組合 67,452 63,682 60,459 99.40  94.94 

守谷市 70,627 70,083 69,597 99.23  99.31 

牛久市 83,919 74,093 72,941 88.29  98.45 

土浦市 141,409 120,696 115,251 85.35  95.49 

龍ケ崎市 75,453 64,040 61,129 84.87  95.45 

水戸市 267,902 215,530 189,690 80.45  88.01 

潮来市 26,399 20,019 17,866 75.83  89.25 

阿見町 49,366 35,840 35,407 72.60  98.79 

つくば市 254,949 184,746 184,439 72.46  99.83 

ひたちなか市 155,188 99,739 91,654 64.27  91.89 

東海村 38,092 23,865 22,233 62.65  93.16 

大洗町 15,615 9,743 7,043 62.40  72.29 

結城市 49,754 29,596 27,937 59.48  94.39 

古河市 140,238 83,043 74,766 59.22  90.03 

那珂市 53,348 31,443 28,063 58.94  89.25 

つくばみらい市 53,441 29,768 29,301 55.70  98.43 

取手地方広域下水道組合 159,422 88,035 84,252 55.22  95.70 

かすみがうら市 40,173 21,616 21,370 53.81  98.86 

鹿嶋市 65,493 34,550 31,437 52.75  90.99 

美浦村 14,228 7,495 4,610 52.68  61.51 

神栖市 93,909 45,703 38,257 48.67  83.71 

笠間市 72,918 34,985 32,151 47.98  91.90 

石岡市 70,540 33,009 30,699 46.79  93.00 

城里町 17,938 7,706 6,254 42.96  81.16 

常陸太田市 46,976 19,528 18,463 41.57  94.55 

小美玉市 48,547 18,602 16,900 38.32  90.85 

五霞町 8,027 2,771 2,748 34.52  99.17 

下妻市 42,153 14,262 9,673 33.83  67.82 

常陸大宮市 38,416 12,535 8,983 32.63  71.66 

常総市 60,934 19,706 12,915 32.34  65.54 

筑西市 100,213 31,144 27,470 31.08  88.20 

坂東市 52,211 15,612 13,191 29.90  84.49 

茨城町 30,592 8,255 7,130 26.98  86.37 

桜川市 38,026 6,563 4,237 17.26  64.56 

稲敷市 37,425 4,779 2,770 12.77  57.96 

北茨城市 40,472 4,407 3,244 10.89  73.61 

行方市 31,873 2,943 2,255 9.23  76.62 

鉾田市 46,685 4,042 1,312 8.66  32.46 

ひたちなか・東海広域事務組合 193,280 366 366 0.19  100.00 

県内団体平均 75,431 42,946 39,783 49.39 85.98 

（令和５年度 公営企業年鑑より抜粋。また、本市と日立・高萩広域下水道組合との人口重複について調整。） 
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令和６（２０２４）年度の数値に基づき、将来の推移を予測しました。 

令和６（２０２４）年度の本市の普及率は９９．７１％、水洗化率は９９．６５％であり、今後も同

程度で推移が見込まれます。 

普及率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水洗化率の推移 

 

 

 

 

 

令和2

（2020）

令和3

（2021）

令和4

（2022）

令和5

（2023）

令和6

（2024）
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（2025）

令和8

（2026）

令和9

（2027）
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（2028）

令和11

（2029）
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（2030）

令和13

（2031）

令和14

（2032）

令和15

（2033）

令和16

（2034）

令和17

（2035）

普及率（％） 99.70 99.70 99.70 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
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推 計

（年度）

（単位：％） 

令和2

（2020）

令和3
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（2022）
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令和9

（2027）

令和10

（2028）
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（2029）

令和12

（2030）

令和13

（2031）

令和14

（2032）

令和15

（2033）

令和16

（2034）

令和17

（2035）

水洗化率（％） 99.57% 99.63% 99.61% 99.64% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65% 99.65%

類団水洗化率（％） 94.41% 94.43% 94.58% 94.69% 94.81%
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（単位：％） 
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（３） 水質状況 

池の川処理場では、下水道法で定められた放流水の検査に加え、流入水や処理工程水の検

査も実施しています。特に、ｐＨ＊等の代表的な水質項目については、日常的に検査を実施し、

処理水の水質管理に役立てています。 

一方、事業場からの排水は、そのまま下水道へ排除した場合、処理場等の施設を損傷し、又

は機能を低下させるおそれがあります。このため、事業場は下水道法の受入基準に基づき除害

施設＊を設置し、下水道に受け入れ可能な水質まで処理してから排水しています。こうした除害

施設を設置している事業場、又は有害物質等を使用している事業場に対しては、定期的に立入

検査を実施し、排水の水質分析を行うなど、事業場排水の監視及び指導を行っています。 

 

（４） 施設状況 

処理場は、中央処理区の池の川処理場（処理方法：標準活性汚泥法）が昭和４８（１９７３）年度

に供用を開始し、現在の処理能力は６０，０００㎥／日を有しています。 

また、ポンプ場施設については、中継ポンプ場が１３か所（中央処理区）、ミニポンプ場が５３

か所（中央処理区：４２か所（うち２か所休止）、流関処理区：１１か所（うち１か所休止））設置され

ています。 

本市の下水道は、昭和４４（１９６９）年度より整備を行っており、標準耐用年数（５０年）を経

過した下水道管が増加しています。このため、施設の点検や調査により下水道管の劣化状況を

的確に把握し、その結果に基づき、ライフサイクルコストの最小化や事業費の平準化を考慮し計

画的に老朽化対策を進める目的で、令和５年度に策定した「日立市下水道ストックマネジメン 

ト＊計画（Ⅱ期）」に基づき、老朽化対策を進めています。 

処理場、中継ポンプ場及び管路の各施設は、整備からすでに５０年以上を経過しているもの

もあり、老朽化による機能低下に備え長寿命化を考慮した効率的で計画的な予防保全型の維

持管理を行うとともに、施設の老朽化及び地震対策を踏まえた計画的な改築更新を実施する

必要があります。加えて、人口とともに水需要が減少し、施設利用率が低下してきていること

から、今後は、施設の最適な運用や改築を検討することも必要となっております。 

排水施設は、令和５（２０２４）年度に策定した「日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）」

に基づき、築造から５０年以上が経過した雨水施設の老朽化対策を進めています。 
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年度別管渠布設延長 

 

 

 

 

管渠老朽化率＊ 

 

 

 

 

令和2 (2020) 令和3 (2021) 令和4 (2022) 令和5 (2023) 令和6 (2024)

本市下水道事業 3.68 5.95 7.85 12.19 13.95

類似団体平均 5.18 6.01 6.84 7.69 8.39
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（単位：％） 

（単位：ｍ） 
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管渠改善率＊ 

 

 

 

施設利用率 

 

  

令和2 (2020) 令和3 (2021) 令和4 (2022) 令和5 (2023) 令和6 (2024)

本市下水道事業 0.14 0.22 0.23 0.22 0.20

類似団体平均 0.33 0.22 0.23 0.18 0.16
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（年度）

令和2 (2020) 令和3 (2021) 令和4 (2022) 令和5 (2023) 令和6 (2024)

本市下水道事業 65.91 64.85 61.70 61.97 60.49

類似団体平均 67.00 66.65 64.45 65.11 65.54

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00
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68.00

（年度）

（単位：％） 

（単位：％） 
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（５） 地震対策の状況 

施設の耐震化は、多大な費用と期間を要することから、財源確保や施設ごとの対策優先度を

踏まえ、日立市下水道総合地震対策計画（第４期）に基づき、効率的かつ計画的に事業を進め

る必要があります。 

管路の耐震化については、これまで地震対策計画に基づき、市役所や消防拠点施設、避難所、

医療施設等からの排水を受ける耐震上重要な幹線管渠を対象に、マンホールの浮上防止対策、

マンホールとの接続部分の可とう化＊対策を順次行ってきました。あわせて、災害時の対応と

して避難所へのマンホールトイレ＊の整備を進めてきました。 

処理場においては、池の川処理場敷地内１８施設のうち６施設の耐震化を実施し、耐震化率

は３３．３％となっています。また、中継ポンプ場１３か所（うち１か所は改築当初から耐震化完

了済み）についても、早急な耐震化が求められています。 

 

 

マンホールトイレシステム設置年次計画 

  

施設名 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 

中小路小学校                

さくらアリーナ                

坂本東小学校                

久慈中学校                

大久保小学校                

助川中学校                

諏訪小学校                

水木小学校                

久慈小学校                

台原中学校                

滑川小学校                

塙山小学校                

多賀中学校                

大みか小学校                

大沼小学校                

河原子中学校                

宮田小学校                

凡例 

：設置済み 

：設置予定 
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幹線管渠耐震化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理場耐震化率 
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（参考）令和４年度全国平均 57%（「上下水道の耐震化の現状等について」R6.7.2 より） 

（参考）令和４年度全国平均４7%（「上下水道の耐震化の現状等について」R6.7.2 より） 

（単位：％） 
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◎池の川処理場の耐震化済施設（平面図） 

 

（６） 浸水対策の状況 

本市では、浸水解消の目安を示す計画降雨は、５年に１回程度降ると想定される強い雨で、 

１時間当たり４６．２㎜としています。 

平成１５（２００３）年度に策定した日立市公共下水道雨水基本構想を踏まえた、中央処理区

及び流関処理区の雨水整備事業（計画区域約１，３７５ｈａ）については、大沼川流域の一部を除

き浸水対策としての雨水管渠の整備が完了しました。 

また、令和５（２０２３）年９月に発生した台風１３号に伴う豪雨災害により、下水道施設（池の

川処理場及び中継ポンプ場）が浸水被害を受けて、水処理施設、汚水処理機能が停止しました。 

令和６（２０２４）年度には、全ての復旧工事を完了し、また、令和７（２０２５）年度には、今後

災害が起きても、一定の下水道機能を確保するために、施設の「対策箇所」や「対策方法」につ

いて、優先順位を定め、施設の耐水化を短期的・中期的に実施するための耐水化計画を策定し、

その一環として、池の川処理場に隣接する泉川の氾濫による被害を軽減するための止水壁整

備工事と管理棟耐水扉設置工事を実施しました。 

今後は、池の川処理場の改修計画と併せて耐水化計画に基づく浸水対策を計画的に進める

必要があります。 

 

1F受電室 ｽｸﾘｰﾝ池

旧管理棟 新管理棟

沈砂池

２階監視室

車  路

３ ２ １ （ Ｂ系 ）

非常用 Ａ系列 N-1 S-1 １ ２ ３ ４ ５ ６

発電機室 電気室 脱水機室

ﾌﾞﾛﾜｰ室 N-2 S-2 最 初 沈 殿 池

N-3 ８

６ ５ ４ ３ ２ １ 球形

 ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞｰ

最 初 沈 殿 池 反　応　タ　ン　ク

自家用  脱臭設備

（ Ａ系 ） 発電機室  Ｂ系水処理施設

運 反　応　タ　ン　ク １ ２ ３ ４ ５ ６

! 動  Ａ系水処理施設 No.1 １次消化槽

陸 公 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 重力式

上 園 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 濃縮槽

競 ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① No.2 最 終 沈 殿 池

技

場 ２次消化槽 １ ２ ３ ４ ５ ６

" （ Ｂ系 ）

最 終 沈 殿 池 機械濃縮槽

６ ５ ４ ３ ２ １

（ Ａ系 ）

放

貯水槽 流

消毒池 水

（

泉

川

）

事

務

室

Ｊ

Ｒ

常

磐

線

電気室

池の川処理場施設耐震化状況耐震化実施済み

覆 蓋

覆 蓋
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（７） 危機管理体制の状況 

本市では、災害時に備えて、日立下水道維持管理協議会、日立市指定管工事協同組合及び

日立市建設業協会との災害時応急復旧等に関する協定を締結しています。 

また、平成２６（２０１４）年３月に策定した「日立市公共下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ＊）」を

令和４（２０２２）年に見直し、災害時の職員や資材が不足している状況下においても適切に業

務を進めることとしています。その他、定期的に災害時の管渠内目視点検調査訓練や応急復旧

訓練等の企業局防災訓練を実施しています。 

今後も、地域コミュニティや関係団体等との連携強化に努め、危機管理体制の強化を図る必

要があります。 

 

（８） 環境・エネルギー対策 

下水道は公衆衛生を良好に保つために重要な役割を果たすと同時に、生活や生産活動から

排出される資源を収集する機能を持っています。下水道事業を通じて、効率的に汚水を処理す

るとともに、市民生活や生産活動から排出される資源を収集し、積極的に利活用を行うことが

望まれます。 

下水汚泥については、茨城県が管理する那珂久慈浄化センター内の那珂久慈ブロック広域

汚泥処理施設において、焼却して安定化処分を行うほか、肥料の原料として有効利用していま

す。また、汚泥処理の際に発生する消化ガスについては、池の川処理場に消化ガス発電設備を

導入し、場内で使用する電気の約３０％を賄っています。 

今後も、これまでの取組を基本に、先進事例を調査研究しながら、更なる環境・エネルギー対

策を進める必要があります。 

処理水量当たり電力消費量（中央処理区） 

      年度 
区分 

令和２ 
（２０２０） 

令和３ 
（２０２１） 

令和４ 
（２０２２） 

令和５ 
（２０２３） 

令和６ 
（２０２４） 

処理水量（㎥） 13,397,650 13,077,410 12,651,990 12,430,080 12,301,210 

電力消費量 

（ｋＷｈ） 
4,257,651 4,160,308 4,104,569 3,534,887 3,838,277 

処理水量当たり
電力消費量 
（ｋＷｈ／㎥） 

0.318 0.318 0.324 0.284 0.312 

消化ガス発電に伴うＣＯ２削減量（中央処理区） 

      年度 
区分 

令和２ 
（２０２０） 

令和３ 
（２０２１） 

令和４ 
（２０２２） 

令和５ 
（２０２３） 

令和６ 
（２０２４） 

削減量 

（ｔ－ＣＯ２） 
594.4 485.9 390.1 170.7 365.5 

     ※令和５年度は台風１３号豪雨災害の影響により発電量が少なかったため低下した。 
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（９） 市民サービス、情報の提供・共有 

本市では、令和５（２０２３）年９月から、Ｌｏｇｏフォームを活用し、上下水道の使用開始・中止

などの手続きを電子申請で受付けており、利便性の向上を図っています。 

また、上下水道料金の収納については、平成２２（２０１０）年度から行っているコンビニ収納

に加え、令和３（２０２１）年度からスマホアプリ決済を導入しました。さらに、令和７（２０２５）年

１０月からはクレジットカード決済を導入し、より多様な支払い方法に対応しています。 

平成２９（２０１７）年度からは、企業局内の若手職員で構成する「企業局広報委員会」を設置

し、広報紙「企業局だより」の発行や上下水道フェア開催などのイベント活動、日立市公式ＬＩＮＥ、

ＳＮＳ等（Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）、Ｆａｃｅｂｏｏｋ）、デジタルサイネージ、広告モニターを活用した情報発

信、ＹｏｕＴｕｂｅによるＰＲ動画の配信など、様々な媒体を活用した情報発信にも取り組んでい

ます。そのほか、市民等を対象とした出前講座や各地区で実施する防災訓練への参加を通じ、

市民の上下水道事業への理解促進を図っています。 

今後も、上下水道事業を円滑に進めるため、事業の取組状況や課題をわかりやすく発信し、

事業に関心を高めていく必要があります。 

（１０） 経営効率化の状況 

下水道事業は公衆衛生の向上、浸水被害の防止や公共用水域の水質保全といった役割を十

分に果たすことが求められますが、同時に、市民が低廉にそのサービスを享受できるよう、経

営の効率化に取り組んでいくことが重要です。 

下水道事業は水道事業と組織を統一し、経営効率化に取り組んできました。平成１１（１９９９）

年時点では下水道課は１９名、浄化センターは１３名の体制で業務を行っていましたが、現在は

それぞれ１５名と８名体制で業務を行っています。さらには、水道事業とともに平成１９（２００７）

年の「調整手当」の廃止等、各種手当削減の取組も進めています。 

また、財政健全化にも取り組み、平成１９（２００７）年度から平成２１（２００９）年度には、財政

融資資金から借り入れた企業債のうち、利率５％以上のものを低金利で借り換え、約２２億円

の企業債利息を軽減しました。加えて、平成２５（２０１３）年度には、地方公営企業金融機構から

本市では、マンホール蓋を活用した広報活動の一環として、デザインマンホールを設置しています。 

ＪＲ日立駅前の歩道部には、「日立風流物」をデザインしたマンホールを４か所設置しています。 

こちらには市の花「さくら」や市の鳥「ウミウ」をモチーフに取り入れ、桜色を基調とした華やかな色彩

で、本市の自然や特色を表現しています。 

また、令和５年４月に本市下水道事業が５０周年

を迎えたことを記念し、本市下水道事業の公式Ｐ

Ｒキャラクターである「アザまる」と市の花「さく

ら」、そして日立市の象徴である「大煙突」を組み

合わせた５０周年記念デザインマンホールを新た

に設置しました。これらは日立市役所、  日立駅、大

甕駅 周辺の計５ か 所 でご覧い ただけま す 。 



 

    

81 
 

第２章 

水道事業 

第３章 

下水道事業 

 
借り入れた企業債のうち、利率４％以上のものを低金利で借り換え、約１億３千万円の企業債

利息を軽減しました。 

民間事業者等への業務委託は、池の川処理場の維持管理業務や特定事業場水質検査、下水

汚泥の処分等が既に実施されています。また、令和７（２０２５）年度には、国土交通省から示さ

れている管理・更新一体マネジメント方式として「ウォーターＰＰＰ」の導入可能性調査を実施し

ました。今後は、この調査結果を踏まえて、池の川処理場等の包括的民間委託について検討す

るなど、更なる経営効率化に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事業の促進に向けた検討会（第３３回）」） 

 

職員数の推移（下水道事業） ※再任用職員を含む 

  

平成17

(2005)

平成18

(2006)

平成19

(2007)

平成20

(2008)

平成21

(2009)

平成22

(2010)

平成23

(2011)

平成24

(2012)

平成25

(2013)

平成26

(2014)

平成27

(2015)

平成28

(2016)

平成29

(2017)

平成30

(2018)

令和１

(2019)

令和２

(2020)

令和３

(2021)

令和４

(2022)

令和５

(2023)

令和６

(2024)

令和７

(2025)

計 28 33 33 32 32 32 31 30 28 27 24 23 22 21 21 22 23 23 23 24 23

浄化センター 11 12 12 11 11 11 10 9 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 8

下水道課 17 21 21 21 21 21 21 21 18 17 15 14 13 12 12 14 15 15 15 15 15
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（各年４月１日現在） 

 

（単位：人） 
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組織改編 

 

人件費削減 

時期 手当名 詳細 

平成             ９（１９９７）年１０月～ 

平成１９（２００７）年           ４月～ 

調整手当 

（企業職手当） 

平成９（１９９７）年１０月１日から段階的に減額 

平成１９（２００７）年４月１日に廃止 

平成１０（１９９８）年１０月～ 特殊勤務手当 
受益者負担金＊整理手当１５０円／日の廃止、  

滞納整理手当４００円／日を１５０円／日に減額 

 

その他の取組 

内容 詳細 

企業債の繰上げ償還 

平成１９（２００７）年度から平成２１（２００９）年度及び平成２５ 

（２０１３）年度に利率４％以上の企業債について補償金免除の繰

上げ償還を行い、低い利率で借換を行うことにより利子負担を

軽減 

上下水道料金システムの見直し 
平成２５（２０１３）年度のプロポーザル方式による上下水道料金

システム見直しにより、システム委託料を削減 

納入通知書の現地投函 
平成２５（２０１３）年１０月から検針時に検針員が現地で納入通知

書を印刷・投函することで、郵送料等を削減 

広報紙「企業局だより」への有

料広告の掲載 

令和３（２０２１）年度から、広報紙「企業局だより」を活用し、一般

企業の広告を有料で掲載 

不明水＊対策 

有収率の向上を図るため、管渠内（ＴＶカメラ）調査、管渠更新を

計画的に推進 

令和６（２０２４）年度からは、管渠内（ＴＶカメラ）調査の効率的な

実施を図るため、スクリーニング（簡易直視型）調査を導入 

特定財源の積極的な活用 
雨水管渠改築事業の工事費を削減するため、実施設計における

各工法の比較検討、新技術の情報収集、関係省庁と個別協議 

時期 内容 

平成 ２ （１９９０）年 ４月１日 
企業局水道部、下水道部の２部９課体制 

（水道局と下水道局を統合し、企業局となる） 

平成 ９ （１９９７）年 １０月１日 業務部、水道部、下水道部の３部９課体制 

平成１１ （１９９９）年 ４月１日 

業務部、上下水道部の２部８課体制 

水道部と下水道部を統合して上下水道部を創設 

給排水課を新設 

平成１８ （２００６）年 ４月１日 

上下水道部の１部７課体制 

上下水道部に業務部を統合 

給排水課を廃止 

平成２１ （２００９）年 ４月１日 
１部７課（１課内室）体制 

下水道課内に雨水整備推進室を新設 

平成２５ （２０１３）年 ４月１日 
１部７課（２課内室）体制 

水道課内に管路整備推進室を新設 
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（１１） 経営状況 

本市における経営状況を財務的な視点で分析するため、以下の項目で比較を行います。 

①経年推移による分析（直近５か年） ②経営比較分析表における指標による分析 

①経年推移による分析（直近５か年） 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
科目（単位：千円）

令和2
(2020)

令和3
(2021)

令和4
(2022)

令和5
(2023)

令和6
(2024)

【収益的収支】 

営業収益① 2,545,324 2,500,544 2,433,622 2,407,257 2,387,094

使用料収入 2,506,433 2,451,723 2,406,952 2,376,258 2,357,994

雨水処理負担金 38,716 48,596 26,080 30,704 28,820

その他 175 225 590 295 280

営業外収益② 1,302,982 1,309,183 1,323,947 1,335,945 1,315,608

国庫（都道府県）補助金 0 0 0 0 0

他会計補助金 52,651 51,450 48,415 51,166 56,879

長期前受金戻入 1,242,017 1,248,894 1,267,113 1,273,283 1,248,630

その他 8,314 8,839 8,419 11,496 10,099

特別利益③ 0 0 32,484 22,412 317,091

総収益①＋②＋③…Ａ 3,848,306 3,809,727 3,790,053 3,765,614 4,019,793

営業費用④ 3,287,270 3,280,598 3,349,723 3,362,270 3,328,469

職員給与費 99,280 109,925 99,388 108,400 110,717

動力費 62,877 69,130 69,254 86,637 100,730

修繕費 162,136 141,508 132,124 136,841 95,190

薬品費 28,408 29,623 31,027 34,898 39,332

委託料 193,105 190,616 205,793 198,175 245,978

流域下水道運営管理費 315,365 316,783 363,030 363,595 320,825

その他 368,868 330,916 329,321 304,748 344,103

減価償却費 2,057,231 2,092,097 2,119,786 2,128,976 2,071,594

営業外費用⑤ 190,674 164,547 141,019 124,680 116,670

支払利息 188,036 161,355 138,755 122,090 114,547

その他 2,638 3,192 2,264 2,590 2,123

特別損失⑥ 0 0 32,484 71,345 508,996

総費用④＋⑤＋⑥…Ｂ 3,477,944 3,445,145 3,523,226 3,558,295 3,954,135

当年度純利益Ａ-Ｂ…Ｃ 370,362 364,582 266,827 207,319 65,658

【資本的収支】 

資本的収入⑤ 1,535,674 1,509,458 1,035,525 1,187,097 3,650,295

企業債 599,300 697,300 435,300 549,100 1,342,700

国庫（都道府県）補助金 686,432 590,792 429,110 503,724 2,140,774

他会計補助（出資・負担・借入）金 244,632 219,198 159,990 132,058 160,763

その他 5,310 2,168 11,125 2,215 6,058

資本的支出⑥ 2,831,170 2,635,443 2,366,023 2,357,873 4,674,833

建設改良費 1,538,006 1,427,133 1,280,389 1,322,435 3,735,932

企業債償還 1,293,164 1,204,674 1,085,634 1,035,438 938,901

その他 0 3,636 0 0

資本的収支⑤-⑥…Ｄ △ 1,295,496 △ 1,125,985 △ 1,330,498 △ 1,170,776 △ 1,024,538

収支合算Ｃ＋Ｄ △ 925,134 △ 761,403 △ 1,063,671 △ 963,457 △ 958,880

企業債元金残高 10,133,496 9,626,122 8,975,788 8,489,450 8,893,249

【人口等　参考要因】 令和2(2020) 令和3(2021) 令和4(2022) 令和5(2023) 令和6(2024)

行政区域内人口（単位：人） 130,121 128,008 125,758 123,652 120,736

処理区域内人口（単位：人） 129,737 127,623 125,386 123,293 120,389

水洗化人口（単位：人） 129,184 127,150 124,898 122,847 119,971

有収水量（単位：㎥） 15,553,258 15,170,368 14,827,470 14,575,496 14,428,756

使用料収入（単位：千円） 2,506,433 2,451,723 2,406,952 2,376,258 2,357,994

使用料単価／㎥（単位：円） 161.15 161.62 162.33 163.03 163.42

汚水処理費（単位：千円） 2,395,044 2,359,531 2,401,274 2,382,229 2,353,684

汚水処理原価／㎥（単位：円） 153.99 155.54 161.95 163.44 163.12

汚水処理に対する不足額（千円） △ 111,389 △ 92,192 △ 5,678 5,971 △ 4,311

経費回収率（％） 104.65% 103.91% 100.24% 99.75% 100.18%
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前ページにおける分析のポイントは、以下のとおりです。 

【営業収益のうち使用料収入】 

使用料収入は主に処理区域内人口及び水洗化人口の減少に伴い、総有収水量自体が減少傾向

にあることから、今後も減少が見込まれます。 

【営業費用】 

動力費…令和２（２０２０）年度から令和４（２０２２）年度までは微増で推移しています。令和５ 

（２０２３）年度以降は、物価上昇や令和４（２０２２）年度の電気料金改定に伴い、大幅に

増加しています。 

修繕費…計画的な施設の更新などにより突発的な修繕＊の発生が減り減少傾向です。 

委託料・薬品費・その他経費…物価上昇等の影響により増加傾向にあります。 

【資本的収入及び支出】 

資本的収入及び支出額は、令和５（２０２３）年度までは、概ね横ばいで推移しています。 

令和６（２０２４）年度については、災害復旧に伴い、建設改良費が大幅に増加しており、それに伴

う資本的収入も大きく増加しています。 

国庫補助金や繰入金は、各年度一定程度の活用ができています。 

建設改良費の内訳としては、これまで新設に関する費用を主としていましたが、今後改良に係る

更新需要の高まりが予測されることから、引き続き増加傾向にあることが予想されます。 

なお、令和６（２０２４）年度は国庫補助金、企業債、建設改良費が大きく増加していますが、これ

は令和５年台風１３号豪雨災害に伴う災害復旧事業に係るものとなっています。 

【企業債元金残高】 

企業債については毎年１０億円前後の償還を行っています。令和６（２０２４）年度の災害復旧債

借入により一時的に企業債残高は増加しましたが、返済が進むにつれ現在の水準に戻る見通しで

す。 

 

②経営比較分析表における指標による分析 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他

事業体（類似団体平均）との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状

況をわかりやすく説明するため、策定し公表するものです。 

本計画においては、経営比較分析表のうち次の経営指標について分析します。 

なお、比較にあたっては、令和５（２０２３）年度の茨城県内各下水道事業体及び総務省経営

比較分析表における類似団体平均を対象としています。 

 

  ❶経常収支比率 ❷経費回収率＊  ❸汚水処理原価＊ ❹企業債残高対事業規模比率＊    
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■令和５（２０２３）年度 茨城県内事業体の指標一覧（下水道事業） 

事業体名 
経常収支比率 経費回収率 使用料単価 汚水処理原価 水洗化率 日立市の 

(%) (%) (円) (円) (%) 類似団体 

水戸市 102.69 100.03 161.24 161.19 88.01 ● 

日立市 107.35 99.75 163.03 163.44 99.64 ● 

土浦市 106.72 98.93 148.50 150.10 95.49 ● 

古河市 100.66 96.14 164.51 171.11 90.03  

石岡市 110.94 96.64 145.67 150.73 93.00  

結城市 100.26 97.63 176.20 180.48 94.39  

龍ケ崎市 115.63 102.81 154.40 150.18 95.45  

下妻市 103.88 56.69 164.87 290.81 67.82  

常総市 102.97 83.42 169.68 203.42 65.54  

常陸太田市 117.05 77.42 133.93 172.98 94.55  

北茨城市 101.76 67.54 201.75 298.71 73.61  

笠間市 99.60 100.48 180.73 179.87 91.90  

牛久市 103.08 82.48 113.94 138.14 98.45  

つくば市 102.81 97.93 148.19 151.32 99.83 ● 

ひたちなか市 122.90 96.00 144.00 150.00 91.89  

鹿嶋市 106.95 95.37 147.31 154.46 90.99  

潮来市 103.63 87.05 179.31 205.99 89.25  

守谷市 114.81 124.73 127.00 101.82 99.31  

常陸大宮市 133.95 97.05 160.74 165.63 71.66  

那珂市 103.84 99.65 161.43 161.99 89.25  

筑西市 112.25 99.41 175.24 176.27 88.20  

坂東市 106.20 90.14 163.74 181.65 84.49  

稲敷市 149.27 62.06 150.30 242.16 57.96  

かすみがうら市 102.86 71.59 135.40 189.14 98.86  

桜川市 102.74 41.15 257.04 624.66 64.56  

神栖市 109.48 98.56 157.82 160.13 83.71  

行方市 102.90 64.60 148.22 229.43 76.62  

鉾田市 100.07 49.76 173.10 347.89 32.46  

つくばみらい市 116.23 88.78 135.12 152.21 98.43  

小美玉市 110.76 77.68 154.14 198.42 90.85  

茨城町 108.96 61.14 163.25 267.00 86.37  

大洗町 158.29 96.28 151.94 157.81 72.29  

城里町 101.04 85.70 149.35 174.27 81.16  

東海村 104.98 90.13 135.19 150.00 93.16  

美浦村 101.93 100.00 193.51 193.51 61.51  

阿見町 113.01 102.02 156.88 153.78 98.79  

五霞町 111.72 92.12 149.92 162.74 99.17  

取手地方広域下水道組合 104.89 83.74 131.14 156.60 95.70  

日立・高萩広域下水道組合 100.06 100.00 173.99 173.99 94.94  

ひたちなか・東海広域事務組合 96.64 72.92 236.60 324.47 100.00  

県内団体平均 109.39 87.14 160.96 197.96 85.98  

（令和５（２０２３）年度 公営企業年鑑） 

※【類似団体区分】 処理区域内人口区分 １０万人以上 処理区域内人口密度区分 ５０人／ｈａ未満 
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水道事業 
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下水道事業 

 
❶経常収支比率 

 

基本算式：経常収益／経常費用×１００（％） 

 

地方公営企業法適用企業に用いる経常収支比率は、その年度において、使用料収入や一般

会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表

す指標です。 

１００％以上であると、単年度の収支が黒字であることを示しています。 

【ポイント】 

・健全経営の水準とされる１００％を上回っており、令和６（２０２４）年度では全国類似団体の平均

（１０７．１４％）より高い１０７．４８％となっています。 

・経年の推移としては、令和２（２０２０）年度以降減少傾向であり、令和４（２０２２）年度には、３％

以上の低下が見られます。収入は全年度を通して漸減していますので、今後も数値の悪化が予想

されます。 

 

経常収支比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経常収支比率（％） 
令和２  

（２０２０） 

令和３  

（２０２１） 

令和４ 

 （２０２２） 

令和５  

（２０２３） 

令和６  

（２０２４） 

経常収益（千円） 3,848,306 3,809,727 3,757,569 3,743,202 3,702,702 

経常費用（千円） 3,477,944 3,445,145 3,490,742 3,486,950 3,445,139 

経常収支比率（％） 110.65 110.58 107.64 107.35 107.48 

（単位：％） 
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❷経費回収率 

 

基本算式：使用料収入／汚水処理費＊×１００（％） 

 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費（汚水を処理するための費用）を、どの程度使用料

で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等の評価に用いられます。 

１００％以上であると、使用料で回収すべき経費を全て賄えていることを示しています。 

【ポイント】 

・台風１３号豪雨災害に伴う経費の増加があった令和５（２０２３）年度を除き、事業に必要な費用を

使用料で賄えている状況とされる１００％を上回っています。令和６（２０２４）年度は全国類似団体

の平均（１００．０１％）よりも高い１００．１８％となっています。 

・経年の推移としては、令和２（２０２０）年度以降減少傾向であり、令和４（２０２２）年度には、３％以

上の低下が見られます。また、今後は使用料収入の減少額よりも物価高騰などの影響により、汚水

処理費の減少額が小さいため、数値が悪化していくことが予想されます。 

 

経費回収率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費回収率（％） 
令和２ 

（２０２０） 

令和３ 

（２０２１） 

令和４ 

（２０２２） 

令和５ 

（２０２３） 

令和６ 

（２０２４） 

使用料収入（千円） 2,506,433 2,451,723 2,406,952 2,376,258 2,357,994 

汚水処理費（千円） 2,395,044 2,359,531 2,401,274 2,382,229 2,353,684 

経費回収率（％） 104.65 103.91 100.24 99.75 100.18 

  

（単位：％） 
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❸汚水処理原価 

 

基本算式：汚水処理費／年間有収水量  

 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、かつ汚水処理に係る

コストを表した指標のため、原価が低いことが求められます。 

【ポイント】 

・経年の推移としては、令和６（２０２４）年度まで汚水処理費は、概ね横ばいで推移しているもの

の、人口減少等により有収水量の減少が見込まれているため、今後も汚水処理原価はさらに増加

することが予想されます。 

・令和６（２０２４）年度は、類似団体の平均（１６０．６０円）を上回る１６３．１２円となっています。 

 

汚水処理原価 

––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––– 

 

 

汚水処理原価（円） 
令和２ 

（２０２０） 

令和３ 

（２０２１） 

令和４ 

 （２０２２） 

令和５  

（２０２３） 

令和６  

（２０２４） 

汚水処理費（千円） 2,395,044 2,359,531 2,401,274 2,382,229 2,353,684 

有収水量（千㎥） 15,553 15,170 14,827 14,575 14,429 

汚水処理原価（円） 153.99 155.54 161.95 163.44 163.12 

 

令和2 (2020) 令和3 (2021) 令和4 (2022) 令和5 (2023) 令和6 (2024)

本市下水道事業 153.99 155.54 161.95 163.44 163.12

類似団体平均 156.77 157.64 159.59 160.65 160.60

148.00

150.00

152.00

154.00

156.00

158.00

160.00

162.00

164.00

166.00

（年度）

（単位：円） 
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❹企業債残高対事業規模比率 

 

基本算式：（企業債現在高合計－一般会計負担額）／（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）×１００（％） 

 

企業債残高対事業規模比率は使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債の負担

が使用料収入に対してどの程度の比率になっているかを示す指標となっています。 

【ポイント】 

・企業債残高現在高合計の経年の推移としては、令和６（２０２４）年度は災害復旧債の借入により

増加しましたが、企業債残高対事業規模比率としては減少傾向にあります。 

・しかし、企業債残高が今後も９０億円前後で推移する見込みである一方、使用料収入の減少が見

込まれることから、比率は増加傾向に転じると考えられます。 

 

企業債残高対事業規模比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業債残高対事業規模比率（％） 
令和２ 

（２０２０） 

令和３ 

（２０２１） 

令和４ 

（２０２２） 

令和５ 

（２０２３） 

令和６ 

（２０２４） 

企業債現在高合計（千円） 10,133,496 9,626,122 8,975,788 8,489,450 8,893,249 

一般会計負担額（千円） 1,621,222 1,702,170 1,725,942 1,835,035 2,745,398 

営業収益（千円） 2,545,324 2,500,544 2,433,622 2,407,257 2,387,094 

受託工事収益（千円） 0 0 0 0 0 

雨水処理負担金（千円） 38,716 48,596 26,080 30,704 28,820 

企業債残高対事業規模比率（％） 339.59 323.17 301.13 280.00 260.69 

  

（単位：％） 


